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(３)過疎地域市町
(過疎地域の持続的発展に関する特別措置法）

過疎地域対策特別措置法（S45.5.1〜S55.3.31） 過疎地域振興特別措置法（S55.4.1〜H2.3.31）

過疎地域活性化特別措置法（H2.4.1〜H12.3.31）過疎地域自立促進特別措置法（H12.4.1〜R3.3.31）

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（R3.4.1〜R13.3.31）

○現行の過疎市町（６市５町)

S45.5.1〜 佐賀市（旧富士町、旧三瀬村）

唐津市（旧相知町、旧肥前町、旧呼子町、旧七山村）、多久市

武雄市（旧北方町）、神埼市（旧脊振村）、大町町

S46.4.30〜唐津市（旧鎮西町）、江北町

H22.4.1〜白石町、太良町

R3.4.1〜唐津市（旧厳木町）、小城市（旧芦刈町）、有田町（旧有田町）

◎過去の過疎市町村

・指定終了日

〜S55.3.31 伊万里市

〜H2.3.31 小城市（旧小城町）、唐津市（旧厳木町）、白石町（旧福富町）、嬉野市（旧塩田町）

〜H12.3.31 唐津市（旧北波多村）、白石町（旧有明町）
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(４)振興山村地域・離島振興地域及び半島振興地域

⎛
⎝

離島振興法「指定地域」（法第２条）

山村振興法「振興山村の指定」（法第７条）

半島振興法「指定」（法第２条）

⎞
⎠

○該当地域名

離島 加唐島、松島、馬渡島、向島、小川島、神集島

高島（７島）

山振 佐賀市（旧富士町、旧大和町※、旧三瀬村）

唐津市（旧七山村）、神埼市（旧脊振村）

半島 唐津市（旧唐津市、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町）

伊万里市、玄海町
※）旧大和町については、旧松梅村のみ指定
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(５)低開発地域工業開発地区市町
(低開発地域工業開発促進法）

○該当市町

佐賀市（旧佐賀市、旧大和町、旧諸富町）、唐津市（旧唐津市）、鳥栖市

武雄市（旧武雄市、旧山内町）、鹿島市、嬉野市（旧塩田町）

神埼市（旧千代田町、旧神埼町）、吉野ヶ里町（旧三田川町）、基山町

上峰町、みやき町、有田町
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(６)農村地域産業導入促進地域市町

(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律）

○該当市町名

全市町（旧佐賀市を除く）
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(７)辺地所在市町

○辺地を有する市町名

昭和36年度〜

佐賀市（旧富士町、旧三瀬村）

唐津市（旧唐津市、旧浜玉町、旧厳木町、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町）

伊万里市、鹿島市

神埼市（旧脊振村）、太良町

昭和41年度〜

多久市、武雄市（旧武雄市）、玄海町

昭和49年度〜

佐賀市（旧川副町）

平成26年度〜

唐津市相知町
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(８)特定農山村地域市町

特定農山村法「指定地域」（法第２条第４項）

○該当市町名

佐賀市（旧大和町、旧富士町、旧三瀬村）

唐津市（旧浜玉町、旧厳木町、旧肥前町、旧鎮西町、旧七山村）

伊万里市、武雄市（旧山内町中通村）、鹿島市、小城市（旧牛津町砥川村）

嬉野市（旧塩田町、旧嬉野町吉田村の一部※）、神埼市（旧脊振村）、

玄海町、有田町（旧西有田町大山村）、白石町（旧白石町須古村）、太良町

※旧嬉野町吉田村の一部については、昭和31年４月１日に旧塩田町五町田村に編

入された地区を指す。


